
社会保障改革推進懇談会（第２回）議事要旨 

 

１．日 時：平成２１年４月８日（水）１５時０２分～１６時５９分 

２．場 所：内閣府庁舎別館２階第１会議室 

３．出席者：吉川座長、阿藤委員、大森委員、清家委員 

     内閣官房副長官（政務・衆）、厚生労働省草野職業能力開発局長、 

厚生労働省山崎数理課長、厚生労働省高倉総務課長、 

労働政策研究・研修機構藤本研究員 

４．議事概要 

○吉川座長それでは定刻になりましたので、ただいまから第２回社会保障改革推進懇談会

を開催いたします。 

委員の皆様におかれましては、大変ご多忙にもかかわらずご出席賜りまして、ありが

とうございます。 

 本日は、厚生労働省からの報告の後、職業能力開発行政の在り方をテーマに議論を進め

たいと考えております。そのため、有識者として、独立行政法人労働政策研究・研修機構

の藤本真研究員から、後ほどプレゼンテーションをお願いたします。よろしくお願いいた

します。 

 まず、松本官房副長官から一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○松本内閣官房副長官 お疲れさまでございます。副長官の松本でございます。社会保障

改革推進懇談会の第２回会合に当たりまして、ごあいさつを一言申し上げます。 

 先月31日、ロンドンでの金融サミットへの出発を前に、麻生総理は、新しい経済対策の

策定を指示いたしました。その中で、金融、地方経済活性化等と並び、非正規労働者等に

対する新たな安全網の構築や、介護・地域医療に対する国民の不安の除去を重視するもの

とされているところでございます。雇用対策については、これまでの景気対策３段ロケッ

トにおいても、雇用調整助成金の拡充や住宅確保等の離職者支援など、特に力を入れてま

いりました。その結果が、例えば雇用調整助成金につきましては、本年２月だけで187万

人の雇用維持につながっているという数字にもあらわれていると受けとめております。し

かし、経済危機の深刻さをかんがみれば、さらなる雇用対策に万全を期さなければなりま

せん。特に人材が過剰な分野から、医療や介護サービスなど、不足している分野への人材

移動を可能とするには、人材育成・能力開発政策の強化が何より求められております。こ

れらの政策は、短期的な景気対策の観点からだけでなく、中長期的な成長力を強化する観

点からも、極めて重要と考えております。 

 本日は、職業能力開発行政の在り方に関し、公共職業訓練を初めとする人材育成・能力

開発政策の現状とその社会的効果についてご議論いただくこととなっております。安心と

活力を実現するための社会保障の機能強化は、麻生内閣の最重要課題でもあります。能力

開発政策の工程表を含め、機能強化の具体化に向けて、忌憚のないご意見をいただきます
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よう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

○吉川座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速議事に入ります。まず、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見

通しと、社会保障審議会少子化対策特別部会第１次報告についてご説明いただきたいと思

いますが、一つその前に発言させていただきます。今、官房副長官からもお話がございま

したが、政府のほうで現在経済対策をまとめています。この経済対策は、もちろんお金と

いうものも大いに関係することは間違いないわけです。我々はお金ももちろん大切ではあ

りますけれども、それと並んで、しかるべき制度改革とその対策が奏功するためには、こ

の社会保障にかかわるところ、安全網でも、あるべき姿をできるだけ早く実現するという

ことが何よりも大切で、そのために制度改革等を急ぐ必要があると考えております。この

点は、既に資料も公開されておりますが、昨日開かれました経済財政諮問会議でも私ども

民間議員の紙ということで指摘させていただきました。本日のこうした懇談会も、そうし

た目的のために大変大切な会議だと考えております。先ほどの官房副長官からのお話も同

趣旨のことと承ったわけでありますが、ぜひとも委員の皆様方もそうしたことを踏まえて

積極的な議論をしていただかなければと考えております。 

 ではまず、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しについて、厚生労働省の

山崎課長からご説明願います。よろしくお願いいたします。 

○山崎数理課長 年金局数理課長の山崎でございます。早速でございますが、お手元の右

肩に資料１とございますが、平成21年の財政検証結果に沿いまして、かいつまんでご報告

したいと存じます。 

 表紙をおめくりいただきまして、右下にページがございますが、２ページでございます

が、平成16年の年金制度改正が行われまして、そのフレームワークに関しましては皆さん

ご案内のことと存じますが、上限を固定した上での保険料の引き上げ、マクロ経済スライ

ドを導入して給付水準を自動調整していく仕組み、積立金の活用、４番目といたしまして、

現在国会で審議をいただいております基礎年金国庫負担の２分の１への引き上げ、こちら

が完成いたしますことによりまして年金財政のフレームワークが整うわけでございます。

このフレームワークのもとで、人口や経済等、長期的に変化してまいりますので、少なく

とも５年ごとに新たに財政の見通しを作成し、マクロ経済スライドの開始年度・終了年度

の見通しというものを行って、年金財政の健全性を検証する。これを財政検証と呼んでい

るところでございます。 

 次の３ページは、財政検証に関する法律の規定でございまして、詳細の説明は省略させ

ていただきます。 

 ４ページは、平成21年財政検証の諸前提ということでございます。財政検証は、何分お

おむね100年にわたる長期の年金財政の状況を見通すということで、100年にわたって前提

を置くというのはなかなか難しいところではございますが、年金自体が、若い方がこれか
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ら保険料を払って受け取るまでの間に関しまして、何らかの試算というものに基づいて年

金制度を見ていく必要があるということで、複数のケースを置いて試算しているというこ

とでございます。主な前提でございますが、まず少子高齢化の状況ということで、将来推

計人口は平成18年12月の一番新しい人口推計を使っているところでございまして、出生率、

死亡率について中位、高位、低位の３通りをそれぞれ設定しているということです。数字

に関しましては、出生率が2055年で、中位ですと2005年と同じ程度の1.26、高位が1.55、

低位が1.06ということでございます。寿命に関しましては、死亡中位で見ていただきます

と男女とも2005年の実績に比べておおむね５年程度伸びているという見込みになっている

ところでございます。労働力率につきましては、平成20年３月に出ております新しい推計

の「労働市場への参加が進むケース」ということで、高齢者雇用や女性の社会進出が進む

という見方に準拠しているところでございます。 

 次の５ページは、経済前提でございます。こちらに関しましては、年金部会の経済前提

専門委員会におきまして昨年の11月に取りまとめていただきました「平成21年財政検証に

おける経済前提の範囲について」という検討結果のご報告を基礎といたしまして、長期の

前提を置く。それに内閣府の「経済財政の中長期方針と10年展望比較試算」、ことしの１

月に出たものでございますが、こちらを近未来について用いまして、両者を接続するとい

うことで、経済の中位・高位・低位の３つのケースを設定しているところでございます。 

 下の枠囲いに具体的な長期的な見込みが出ておりますが、備考のところにございますよ

うに、経済の中位ケースでは、全要素生産性の上昇率を１％と置いて長期的な経済の前提

というものを置いているということでございまして、物価について１％、賃金上昇率が、

対物価の実質で1.5％、名目では2.5％、運用利回りに関しましては、対物価の実質で

3.1％、名目で4.1％といった数字になっているということでこざいます。 

 経済前提専門委員会では、この取りまとめを行いますときにちょうど世界的な金融危機

が襲っておりまして、足下の情勢は非常に混乱した状況だったわけでございますが、年金

制度というのは非常に長期を見通してまいりますので、これは長期ということで、2016年

度以降を考えているということでございますが、日本経済の過去15年ないし25年ぐらいの

長期平均に基礎を置きつつ、将来につきましても非常に長期の2039年度ぐらいまでを目途

として、コブ・ダグラス型の生産関数を用いてある程度の推計を行い、それに基づいて、

一応世界経済・日本経済が今の混乱状態を脱して安定的な成長軌道に復帰するということ

を念頭に置いた長期的な平均的な経済の姿をイメージするということでこのような数字を

置かせていただいて、足下につきましてはことしの１月の内閣府の試算ということで数値

を置くということでやっております。 

 次の６ページが、推計の結果の概略ということでございます。このような出生中位・経

済中位という前提で、基本ケースと呼んでございますが、平成50年度、2038年度以降の所

得代替率が50.1％という見込みでございますが、この右側のところが、その出生が高位

1.55になるといった見込みのもとでの将来の給付水準の見込みでございますが、こちらで
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ございますと、経済が低位でも51.5％、経済高位ですと54.6％といったことで、やはり賦

課方式を基本とする年金制度でございますので、出生率の動向によってかなり給付水準は

影響を受けるということで、出生高位でございますと、50％を割り込むことはないような

見込みになっている。反対に左側の出生低位1.06というところまで出生率が下がっていく

という前提でございますと、経済高位でございましても、これは2105年まで推計している

わけでございますが、それまで所得代替率50％を維持することは不可能ということでござ

いまして、所得代替率が50％に達して、そこで将来財政が維持できないということであれ

ば、そこでまた立ちどまって制度の枠組みを考え直すというのが法律の仕組みでございま

すが、ここの括弧書きにございます47.5という数字は、その後仮にマクロ経済スライドを

継続して2105年まで財政を均衡させたとした場合に、どこまでマクロスライドを行って給

付水準を切り込まないと計算が合わないかというものを機械的に計算したものでございま

して、これが経済高位で47.5％で、左下の出生低位、経済低位でございますと、これが

43.1％まで落ちるという見込みになっているというところでございます。 

 次の７ページにまいりますが……。 

○吉川座長 途中で恐縮ですが、６ページのご説明いただいた図について質問させていた

だいてよろしいでしょうか。 

○山崎数理課長 はい。 

○吉川座長 この一番左側の出生率低位のあたりですが、それぞれのボックスの中に括弧

書きがあります。それで、どこでもいいんですが、例えば出生率低位で経済前提高位の左

上のボックスですと、括弧がついていないところは平成48（2036）年度以降50％となって

いて、すぐ下の括弧書きの中に2040年度以降47.5％と書いてあるわけです。このそれぞれ

の「以降」はどういう意味でしょうか。 

○山崎数理課長 上の「以降」がやや誤解を招く表現なんですが、2036年度に50％に到達

いたしまして、法律の規定では50％を維持するとなっておりますので、その法律の規定に

沿えば、それ以後ずっと50％です。ただ、それでは2105年までずっと財政が均衡いたしま

せんので、括弧書きのほうは、もし財政を均衡させるということでいくならば、2036年以

降さらに調整していって、2040年のところで47.5％になる。そこから後はずっと47.5％に

しますと2105年まで財政が均衡するようになっているということで、そういう意味では上

の「以降」というのはむしろ2036年度に50％に到達すると理解していただくほうがちょっ

とわかりやすいかと思うんでございますが。 

○吉川座長 「以降」というのは、おっしゃっているとおり、上のほうの「以降」という

のはややわかりにくいという感じがします。 

○山崎数理課長 確かに、上のほうの「以降」はちょっと誤解を招く表現というのは、ご

指摘のとおりでございます。気持ちとしては、そういうことでございます。 

○吉川座長 はい、わかりました。どうもありがとうございます。 

○山崎数理課長 よろしゅうございますか。 
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 ７ページでございますが、こちらがその基本ケース、50.1％のケースにおきまして、将

来の現役男子の手取り収入の見込み、一方、夫婦の年金額の見込みを棒グラフで示してご

ざいますが、一番左、2009年度のところが、現役男子の手取り収入が35.8万円というとこ

ろからスタートしていきまして、賃金上昇率が2.5％ということでございますので、2025

年度、2038年度とだんだん金額は上がってまいると。そこに括弧書きで書いておりますの

は物価で割り戻した場合のそれぞれのときの金額ということでございまして、この括弧内

の数字がある意味で実質的な賃金上昇というものをあらわしているということでございま

す。それに対応しまして、下のほうのグラフが夫婦の年金額ということでございまして、

最初は22.3万円のものが、名目額で28.7万円、35.9万円とふえていくわけでございますけ

れども、物価で割り戻した額で申しますと23.9万円、26.3万円ということで、物価で割り

戻したベースでも幾らかずつ上昇していくような見込みになっている。ただ、賃金の伸び

よりは低いので、このようにマクロ経済スライドによって伸びを抑えていくということに

よって年金額は上がっていくけれども、所得代替率は落ちていくというメカニズムになっ

ているということでございます。今回、2038年度調整終了、こちらのところで50.1％とい

う所得代替率になりますと、以後はこの50.1％というもので所得代替率としては水平飛行

するという見込みになっているところでございます。 

 今回、基礎年金と報酬比例の厚生年金のところでマクロスライドの終了年度の見込みが

違っておりまして、基礎年金のほうが足下でかなり高くなっている分を切っていかないと

財政均衡しないということで、2038年度まで調整を行う。厚生年金のほうは、注４のとこ

ろにございますように、2019年度、かなり早い時期にマクロ経済スライドを終了できる見

込みになっているという状況でございます。 

 次に８ページでございますが、ちょっと時間の関係もありますので、こちらの説明は省

略させていただきます。 

 ９ページにまいりますと、こちらが厚生年金の財政見通しということでございます。こ

れは厚生年金基金が代行している分も含んでおりまして、積立金のところがその分も入っ

ているのでやや大きい数字になってございますが、2009年度のところで144兆円ほどとい

うことでございます。それが最後2105年のところ、これは名目額では132兆円となってお

りますが、賃金もかなり膨らんでいるということでございますので、21年度価格で見ます

と13兆円相当ということで、これが積立度合１年分ということになっているということで、

2105年まで収支が均衡するような見込みになっている。 

 次の10ページは国民年金でございまして、足下のところでの積立金約10兆円が、こちら

も2105年で19兆円余りとなっておりますが、21年度価格で見ますと1.9兆円相当というこ

とで、やはり積立度合１年分という収支の見込みになっているところでございます。 

 11ページは厚生年金・国民年金の積立金の見通しをグラフにしたものでございまして、

2040年ごろにピークが来まして、それから後はずっと積立金の積立度合が下がっていきま

して、2105年のところでほぼ１年分になるという見込みになっているところでございます。 
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 以下は参考資料でございますので、ちょっと時間の都合もありますので、基本的に説明

を省略させていただきまして、最後の19ページだけちょっとごらんいただきます。今ごら

んいただきました国民年金の積立金の見通しは、国庫負担割合２分の１が予定どおり実現

した場合のケースということでございますが、仮に今ご審議いただいております法律案が

通らずに、将来にわたって国庫負担割合を1/3＋32/1000ということで推移いたしました場

合には、まずは国民年金のほうが財政がもたなくなるということで、機械的に推計いたし

ますと2027年度で国民年金のほうの積立金が枯渇するという見込みになっているというこ

とでございまして、やはり16年の財政のフレームワークを確保するためには、国庫負担割

合を２分の１に上げるということが必要不可欠であると言えようかというところでござい

ます。 

 ご説明は以上でございます。 

○吉川座長 どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、社会保障審議会少子化対策特別部会第１次報告につきまして、厚

生労働省の高倉課長からご説明願います。 

○高倉雇用均等・児童家庭局総務課長 雇用均等・児童家庭局総務課長でございます。お

手元の資料２－１、２－２が、ただいまご紹介いただきました社会保障審議会少子化対策

特別部会第１次報告のご説明の資料ということでございます。資料２－２のほうは概要・

詳細版でございまして、時間の関係で、２－１の１枚目のところに特にそのポイントとな

ります部分を要約させていただいたもので要点をご紹介させていただきたいと存じますが、

入ります前にごく簡単に経緯につきまして、資料２－１の２ページをごらんいただきたい

と存じます。 

 一昨年の12月の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略におきまして方向づけをいた

だきました。１つ目の ○にございますように、働き方の改革による仕事と生活の調和、ま

た ②でございますけれども、社会的基盤の構築、この２つを車の両輪として取り組むこと

が必要という整理をいただいております。そして、２番目の ○にございますように、この

ために、そういった仕事と生活の調和の実現を進めることが一つ、そしてまた給付・サー

ビスを、体系的・普遍的に提供していく、その必要な費用を社会全体で支えていく、そう

いった具体的な制度設計の検討に直ちに着手することが必要とされたわけでございます。 

 これを受けまして、今度は厚生労働省が社会保障審議会のもとに少子化対策特別部会を

設けさせていただきまして、委員構成は下にございますように、従来のいわゆる児童福祉

の専門の児童部会とは異なりまして、地方団体の代表、また労使の代表等も入っていただ

いた形で検討を進めてまいりました。新たな制度体系全体の検討範囲は大変多岐にわたっ

てございますけれども、その後、昨年６月には骨太2008などで保育の部分については特に

平成20年末までに結論を得るべきとされたこともございまして、今回のラウンドの議論で

は、昨年秋以降、主に保育の関係を中心に議論を重ねてまいりました。また、この間、資

料２－１の３ページ、４ページに国民会議からいただきました最終報告の関係部分もつけ
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させていただきましたけれども、国民会議においても、６月の中間取りまとめ、また11月

のここに抜粋させていただいた最終報告におきまして、重点戦略での整理を踏まえて、そ

の上でさらに新たな制度体系構築に向けた基本的視点といったものもご提示をいただいた

ところでございます。社会保障審議会の特別部会におきましても、こういった国民会議か

らいただいております報告等の指摘もご報告させていただいた上で、こういったものを踏

まえた検討を進めてきたということでございます。 

 １ページ目にお戻りいただきまして、こうした経緯のもと、２月24日に取りまとめに至

りました第１次の報告というものは、保育を中心として、新たな制度体系全体のさらなる

検討に向けた中間取りまとめという位置づけで整理されているものでございます。 

 内容のポイント、特に保育制度改革の骨格像につきまして、この１ページ目でございま

すけれども、まず課題整理といたしまして、都市部の課題と地方部の課題、そして共通す

る課題と、この３点を整理しております。都市部は、ここにございますように、保育需要

の飛躍的増大。現行制度の問題点といたしまして、行政が保育の量を決めるという仕組み

になっている。供給を抑制的に運用するような仕組みになっている。具体的には、ここの

左上の①で、都道府県で保育所の参入判断に関して裁量のある認可制をとっているという

こと。また、②でございますけれども、市町村に保育の実施義務をかけるという条文構成

にはなっておりますけれども、例外規定がございまして、地域の中に認可保育所がない場

合には例えば認可外へのあっせんで足りるといった例外が設けられているということ。ま

た、市町村が判断して初めて個別の保育所に委託されるといった仕組みになっている。こ

れが都市部の大きな問題であろう。 

 また、地方部におきましては、現行の制度上は、原則定員60人以上といった形でなけれ

ば認可しないということを基本にしているという中で、人口減少地域において保育機能を

維持していくこと自体が難しくなっている。こういった課題整理をしてございます。 

 また、共通する全国的な問題といたしまして、保育需要が働き方の多様化などに伴って

非常に深まったり多様化してきている中で、一方、市町村が保育の実施が必要かどうかを

判断するときのいわゆる「保育に欠ける要件」というものにつきまして、抽象的な言葉遣

いにとどまっており、地方ごとにばらばらの運用になっている。そんな中で、日中フルタ

イム就労の方を前提としたような運用がなされていたり、また地域格差も大きいといった

ことから、そこのところをどのような形に見直していくかということが課題になっている。

また、専業主婦を含めたすべての家庭への子育て支援という視点が大変弱いのではないか

といった課題整理をしたところでございます。 

 このような課題を解決するため、新たな保育の仕組みとして、この中間取りまとめ的な

第１次報告で打ち出されたものの骨格が、１ページ目の下の図柄でございます。 

 まず、利用者の部分でございます。利用者につきましては、例外のない保育保障を行う

仕組みという言葉遣いで整理しておりますけれども、従来「保育に欠ける要件」判断は市

町村ごとにばらばらとなっておりましたけれども、そこの保育の必要性・量に関しまして、
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認定の基本的な事項は国が基準を設定する。その際には、パート労働あるいは早朝・夜間

あるいはハローワークに通っている等々のいろいろな場合におきましても必要なものは必

要だということで、きちんと基準をつくり、それに沿って運用していただく。そういうぐ

あいに「保育に欠ける要件」を見直すという方向性が打ち出されております。また、ここ

の「市町村が客観的基準で認定」というときに「※保育所決定とは独立」と書いてござい

ますのは、従来、市町村が「保育に欠ける」認定をする際には、その認定をするだけでは

なくて、あわせてどこの保育所に委託するかという対応する措置のほうも同時判断という

構成になっておりましたので、受け皿が少ないような自治体においてはどうしても必要か

どうかの認定自体を抑制的に運用するという傾向が制度的には仕組まれている。そのよう

な分析のもとに、今回の新しい仕組みにおきましては、そういう供給量がどうかというこ

とは後で考えることにして、必要なものは必要だという、保育所決定動向とは独立した保

育の必要性認定というものをまず行う。それによりまして従来窓口で潜在化させられてい

たおそれのある需要を顕在化させていくべきである。このような方向性が打ち出されてお

ります。 

 一方、右側の保育所の供給に係る部分でございますけれども、参入の仕組みにつきまし

て、冒頭述べました裁量認可制ではなく、都道府県が、最低基準をクリアしていればこれ

は指定せざるを得ないといった指定制を基本としながら検討していくという整理になって

おります。また、施設整備に関しまして、従来、民間保育所に対してハード交付金という

形で個別の整備費という仕組みでやっておりますけれども、それがネックになっているの

ではないか。また、その整備費については、株式会社等には出さないという整理になって

おりますので、そこを避けるために、減価償却費相当額を運営費に上乗せをしていくとい

う方向を検討すべきだという整理がされております。当面、非常に供給不足である現状の

中で、集中的に整備を前倒しで促進していかなければならない。その期間においては別途

補助の仕組みも維持するという方向性があわせて出されておりますけれども、大きな今後

の展開としては、そういう運営費上乗せを検討ということに方向づけられております。ま

た※にございますのは、認可外の保育施設でございます。従来、財政支援が基本的にない

という形でございましたけれども、質を底上げしていくために経過的に財政支援をしてい

くべきであるということが打ち出されております。また、小規模な施設のサービス類型あ

るいは多機能型、これは都市部でももっと小回りのきく形で、いろいろサービス類型を創

設していくべきではないかという視点、また特に僻地等地方において多機能でもっとやっ

ていくべきではないかといった課題にこたえていく検討をさらに進めていくべきとまとめ

られております。 

 一番下の枠にございますように、これはあくまで保育部分の骨格のところを方向づけし

たということにとどまっておりますので、さらに本報告を踏まえまして、放課後児童クラ

ブその他を初めとして、多岐にわたる制度体系全体の具体化に向けまして、税制改革の動

向も踏まえながら、できる限り速やかに検討を進めていくといった整理がなされておりま

－－ 8 



す。 

 この報告の中で、この１ページ目にはもうあえて摘記いたしませんでしたけれども、本

日の資料の後ろのほうにもつけさせていただいておりますが、国民会議でご議論いただき

ましたとおり、子育て支援の抜本的拡充。例えば、６ページにございますけれども、1.5

～2.4兆円規模の財源が必要であるということ。そして、それを前提として、また中期プ

ログラムで、７ページで、閣議決定の中で、そういった財源確保をするとともに、それに

間に合うように確立・制度化を進めていく。そして、８ページにあります工程表で、今後

できる限り速く進めていく。こういった整理になっておりますけれども、冒頭のページの

ように、今そこに向けた第１次報告の骨格をまとめている段階であるということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○吉川座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの２つのご報告、ご説明につきまして、何か質問等ございましたら、

ご自由にお願いします。どうぞ、阿藤先生。 

○阿藤委員 たまたま、昨日でしたか、朝日新聞に「認可保育所使いたい」潜在待機児童

85万人というとてつもなく大きな数字がポンと出てきました。これは多分厚生労働省の調

査ということだったと思いますが、私は前から認可保育の潜在需要は一体どれぐらいある

のかということを疑問に思っていました。それがこの機会にある意味では突然出てきて、

いいタイミングといいますか、何かこういうものは別に調査方法は難しいわけでもないし

普通に考えればもっともっと前に調査ができたのではないかと思います。それはともかく、

このような数字が出てくると、行政から言えば多分寝た子を起こすようなところがあるの

だと思います。しかし、今回のような「保育の必要性というものから判断する」というこ

とから言えば、これが本当に第一歩で、一時保育とか、そういうものも全部含めたいわば

項目別の潜在ニーズといいますか、そういうものまで明らかにしながらその数値をはっき

りさせて、それにこたえていくという姿勢が必要だし、多分それに乗っかって今回のよう

な制度改正が生きてくるんだろうなと思いました。そういう意味では、とにかく保育の需

要を顕在化するということが非常に意義のあることで、それに見合った保育サービスを供

給していくという姿勢が非常に明快でいいと思います。それが供給できないというときに、

だからこそそのための予算の手当てが必要だ、財源が必要だという議論に多分なってくる

のだと思います。 

 ただ、当面の話として、もしその財源が確保できないときにはどうなるのか。潜在需要

ばかりこのように85万人と出てきて、それに現実はとても追いついていない。そうすると

いわば今まで寝ていたものが起きてしまったわけですから、不満が余計強くなるというこ

ともあるのではないか。それだけの需要をはっきりさせたときに、相当真剣に財源確保を

全省庁が一丸となってやっていかないと、本当に大きな不満が堆積してしまうということ

になりかねないのではないかなと、そこが当面の危惧といいますか、そういう感じを持っ
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ております。 

 もう一点ですが、それではどのように保育所というものの供給を確保するのかという点

です。最低基準を満たした施設を裁量なしに認可していくという姿勢も、非常に明快でよ

ろしいのではないかと思います。ただ、それでもなかなか当面、例えば大都市部などで供

給が追いつかないというときに、今の無認可をどうするのか。東京都が認証保育所と言っ

てやっているのをみんなむげに厚生労働省の基準に合わないからといって切り捨てておく

というのは、潜在需要のほうから言ったら非常に大きな問題です。そこに国の側から今回

経過措置を含めて財政支援をしていくということを出されておられますが、私はこの点も

大変評価できるというか、そういう形で供給のほうも実情に合わせてふやしていくという

点が大事だと思います。 

 それから、これも今回の報告のない部分で考えてみると、本当に保育所だけで全部を満

たすことができるのかという問題は常にあって、その辺が家庭での保育とか、そういうも

のをもうちょっとうまく運用でカバーしていけないのかなというのは常に感じます。それ

は、特に諸外国といいますか、ヨーロッパ大陸諸国のやり方を見ていて、そんな感じがど

うしてもするので、その辺の見通しも、家庭での保育者の養成というか、育成というか、

そういうものについての目配りといったこともしていただきたいなというのが一つありま

す。 

 それから、サービスの受け手の側から言えば非常に重要な問題ですが、こういう問題を

議論するときに厚生労働省だけでいいのかなと常に思うんです。文科省と厚生労働省とが

一体になって考えて、幼稚園・保育所というものをもう少し接近させて、行く行くは、将

来の方向としては、北欧とか、フランスも多分そうでしょうけれども、そういう一つのも

のとして幼稚園・保育所を兼ねたようなものがどんどん出てくるといいますか、そういう

形になっていく道筋は何か見えないのかなといつも不満に思っています。 

 以上です。 

○吉川座長 どうもありがとうございました。 

 私もちょっと発言させていただきたいのですが、２つあります。 

 １つ目は、ご説明いただいた保育の仕組みですが、これをご説明いただいた資料が審議

会での中間報告、第１次報告とおっしゃったわけです。そういうことを伺っていて、ちょ

っとこの問題に関してペースが遅いのではないかと思います。といいますのは、私は、阿

藤先生その他の方々と、今から約２年前ですか、2007年、子育て等に関する厚労省の会議

というものに出席させていただいた。それからまた、それを受けて、昨年社会保障国民会

議のほうでも議論しました。それで今回またこのように議論していて、先ほどご説明の中

でも、課題であるとおっしゃっているものがたくさんありますが、それはもう前からわか

っていることが多いのではないでしょうか。あるいは議論された、あるいは指摘されてき

たものではないでしょうか。ここ２年、３年で事態が激変したという話はないですよね。

例えば、日本経済を取り巻く環境などの場合には、例のサブプライムローンの問題により
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去年の秋口から日本経済を取り巻く環境は大いに変わった。これはしようがないといいま

すか、環境あるいは事態が急変したということですから、そこでまた新たなことを考えな

くてはいけないといったことになってくると思いますが、明らかにこの少子化対策とか保

育の問題、それから阿藤先生が最後に指摘されたいわゆる幼保一元化などというのは、こ

れはもう大昔から言われてきて、例えば小泉内閣時代でも、工程表にも書かれていたと思

います。もう長らく言われてきているわけですから、ちょっと足踏み感があるのではない

か。どうせやるのであれば、もっと迅速にやる必要があるのではないかというのが私の感

想のようなものです。 

 ２点目は、これは質問ですが、少子化対策あるいはとりわけ保育については、今ご説明

があったわけですが、一方でご存知のとおり今経済対策で少子化対策あるいはとりわけ保

育所関連でも対策の中身に盛り込まれると私も理解しているのですが、そのことが今こう

した報告書等で議論されていることでどこにどうかかわっていて、どれくらいの規模でど

ういう緊急対策として施策が打たれようとしているのか。 

 １番目は意見、感想のようなものですが、２番目については簡単にご説明いただけない

でしょうか。 

○高倉雇用均等・児童家庭局総務課長 わかりました。今の２点目は、目の前の経済対策

でどのようにさらに追加していくかということでございますけれども、たまたま資料２－

１の８ページ、中期プログラムの工程表の図柄の中に言葉が出てまいりますので、ちょっ

とごらんいただきたいと存じます。８ページの左下のほうに「安心子ども基金」の設置と

いうものがございます。これは、まず先般３月に通りました平成20年度の第２次補正予算

におきまして、これは規模として1,000億円で、国費でございますけれども、「安心子ど

も基金」というものを設置いたしまして、これを各都道府県に分割して置きまして、都道

府県内の保育サービス等を複数年度にわたって見通しを持って整備していただくというこ

とで積んだものでございます。それがニーズベースでいいますと、保育所定員数に換算い

たしますと、保育所だけではなくて保育ママ等も入れておりますけれども、あと認定こど

も園も換算しておりますが、全部で15万人分の定員枠の拡大を実現するに至る資金という

ものを積んだという状況でございます。さらに今回、今追加経済対策ということで、さま

ざまな角度から検討させていただいております。まだ金額につきましてはきょうは申せま

せんけれども、「安心子ども基金」をさらに飛躍的に拡充していきたいということでさま

ざまな準備をしておりまして……。 

○吉川座長 規模はとにかくとしまして、基金を拡張するということですか。 

○高倉雇用均等・児童家庭局総務課長 はい。そこにおきまして、保育関係は、実は相当

程度２次補正でかなり前倒して積んでおりますので、さらにきめ細かなメニュー。例えば、

都市部では、いわゆる分園と呼んでおりますけれども、本園があった上で、より小規模な

そういったものをポンとつくるということがなかなかできない。しかし、駅前の近くの空

きビルのフロアを借りれば20人だったらできるとか、あるいは10人だったらできるとか、
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そういった部分について、２次補正の段階まででは、実は20人以上の分園ぐらいのイメー

ジで、そういった賃借型の分園整備というものに新しく補助を始めようというのを盛り込

みましたけれども、さらに追加して、そこのところをもっと小規模な形態であっても、正

面から整備できるようにしたらどうか。そういう小回りがきくようなメニューを追加しよ

うというのが、保育関係でございます。 

○吉川座長 今は、恐縮ですけれども、最後におっしゃった分園というのは、既にある認

可された保育所の分園ということですか。例えば、現在ある認可保育所以外の主体が開く

といったものは入らないと。あえて分園ということは。そこはどうなんでしょうか。 

○高倉雇用均等・児童家庭局総務課長 舌足らずで失礼しました。両方いいと考えており

ます。どんどん新規で、新しい株式会社さんなり法人さんなりがそれをどんどんつくって

いっていただきたいというのが一つありますけれども、既存のもの、あるいは新しくつく

るときについでに本園と分園とをセットでつくっていきたいと、こういったものに全部対

応できるようにしていきたいという考え方から、そこのメニューを２次補正で既に拡大い

たしましたが、今回、追加経済対策で、私どもも正直やや見逃しておりましたが、もっと

小回りがきく部分といったものも入れていきたい。また、そこにおいては、実は１次報告

での議論を背景といたしまして、できることから先取りでやっていきたいと、私どもも先

生のおっしゃるスピード感というおしかりは痛いほど感じておりまして、私どもも相当切

迫感を持ってやっているつもりなんですけれども、認可外であっても実は人的基準も満た

している、それから面積基準も満たしているというものがかなりあるということでござい

ます。東京都にもよく聞きましたら、東京都の認証保育所の中で、実は満たしているけれ

ども、いろいろなことがあって認可しないと、これは別途、認可になるとすごく高いとか、

都単の上乗せがあるとか、いろいろな理由が背景にはあるようでございますが、公式にど

うおっしゃっているかは別として、そういった部分もある中で、見た目は認可外になって

いますけれども、実質は問題ないというところがあるじゃないかと。そこはもう今回対象

にしようということで、実は２次補正の「安心子ども基金」でつくったさまざまな拡大し

た補助制度は、そういう認可外であっても採点基準をクリアしているものは対象にすると。

これまで全くゼロだったんですけれども、そこに道を開いた。また、１次補正見合いの追

加経済対策で、先ほど申しました、よりきめ細かな部分、ここのところも認可外でもパラ

レルにしていこうといったことで、取り込めるところは入れていこうとしております。 

 また、実は追加経済対策におきましては、保育所関係だけではなくて、すべての子ども

たちへの対策の支援をもっと飛躍的に充実したいということで、いろいろなほかの広がり

の部分も入れているところでございまして、阿藤先生のご指摘にも関連いたしますが、財

源確保というのは大きいものが来るのを待っているだけでは絶対だめだということから、

補正の機会などもとらえまして、できるだけ前倒しでセーブできるように、財源も片方で、

従来ベースと比べますとかなり大きな額を確保していきたいということで取り組んでいる

ところでございます。 
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○吉川座長 どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

○大森委員 一つ簡単なことをお聞きしたいんですが、１ページの下の「利用者」と「保

育所」の真ん中に「公的保育契約」と入っているでしょう。都市部ですけれども、現実に

はほとんど都市と同じで、入れない。問題なのは、ここを何か入所の判定、入所の決定、

あそこを改革してくれないと、片一方のほうでやたら保育の必要性を認定していくでしょ

う。どんどん期待が高まる。それで入れない。だから、国民のほうはもっと不満が募る。

現に相当募っていて、現場はほとんど宝くじに当たるかどうかと言っている。この絵でそ

れを解決できるようになるだろうかと直観的に思うんですけれども、この真ん中のところ

はどうされるおつもりなのだろうかという簡単な質問なんですけれども。 

○高倉雇用均等・児童家庭局総務課長 ちょっと説明が不足で、失礼いたしました。この

改革案における利用者と保育所の関係は、従来これは市町村介在でしかなかったものを、

直接向き合って契約していただくという構成に切りかえようということにしております。

しかし、それでうまくいくためには、大森委員ご指摘のように、片方で保育所の量が十分

確保される仕組みが整えられていなければ、現実には供給逼迫地域におきましては大変な

不満が募るだけということになりますので、あわせてこの参入規制のあり方を根本的に変

えてしまおうということを考えております。そして、その新制度を施行するまでの間にお

いてもどんどん、先ほど申しましたような「安心子ども基金」等々の現状の仕組みの中で

あっても、とにかく供給をふやしていかないといけないということで、そこの部分の緊急

整備を進めていって、こういう新しい、より自由に選んでいただくような形が現実にうま

く機能するように、急速に整備を持っていきたいと。そのため、国庫補助にしましても、

先ほどの「安心子ども基金」でも、実は従来以上に待機児童が多くて財政力が乏しい自治

体に対しては補助率をかさ上げするとか、整備対象経費の中身を従来実勢より低過ぎると

いう指摘がございますので、対象経費を拡大して実質的な設置者負担を軽減するとか、か

なり技術的なことで恐縮ですけれども、いろいろな形で現行の中でも供給拡大を急がなけ

れば、こういったシステム改革の提案自体を否定されてしまいかねないという危惧を持っ

ております。実は、現行制度のままがいいのではないかという方も多くおられます。そう

いった方々に、いや、こういうふうにシステムの根幹を供給主導から受動主導に変えるこ

とによって解決していきたいのですと言いましても、目の前で供給が足りませんと、改革

の意図を理解して賛同いただけないということですので、片方で一生懸命量の拡充をやり

ながらと考えております。 

○吉川座長 よろしいですか。 

○大森委員 はい。 

○吉川座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、時間もありますので、ご説明をどうもありがとうございました。 

 次に、職業能力開発行政に関して、厚生労働省の草野局長からご説明をいただきます。
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よろしくお願いいたします。 

○草野職業能力開発局長 草野でございます。よろしくお願いいたします。 

 私どもにいただきましたテーマは「職業能力開発行政の在り方」ということでございま

すが、とりわけ公共職業訓練の評価というところにフォーカスを当てたいというお話も聞

いておりますので、そういう点に絞らせていただいてご説明申し上げたいと思います。 

 この職業訓練の評価については、昔から大きなテーマとなっているところでございます。

ただ、（政策研究大学院大学の）黒澤昌子先生の論文など、評価について検討したものは

いろいろございますけれども、どのように評価するかということはなかなか難しい面もご

ざいます。例えば、黒澤先生の論文では、失業した方のうち訓練を受けた方と訓練を受け

ない方で、訓練を受けた後の収入はどう違ってくるかとか、あるいは同じ訓練を受けた方

の前後でどのように収入が違うか、こういった点で評価されておりますけれども、実態的

には、前者のように訓練を受けた方と受けない方での違いとなると、対象者の属性の制御

が非常に難しく、必ずしも堅固な結論は得られていない。あるいは同じ方で訓練の前後の

比較ということになりますと、収入に対する年次効果と訓練効果をどう区別するかは難し

いといった指摘もございました。ですから、そういう例もございますが、我々としては、

後で述べますように、訓練を受けることにより高い確率で就職できるという点に着目し、

社会的な便益がどのぐらい高まるかという、非常に粗っぽい評価で、先生方のお目に耐え

られるようなものではないかもしれませんが、一応私どもとして、短い時間でございまし

たが、評価を行ってみたというところでございます。 

 その前に、評価をする視点ということで、若干申し上げておきたいポイントがございま

す。一つは、公共職業訓練を考える場合、民間との役割分担ということでございます。こ

れは、我々は公共訓練の中で委託訓練という形で民間を大分活用してきておりまして、最

近は７割が民間で、民間でできないものを公共で３割程度やっているところです。民間で

すと、収益を上げるという観点がございますので、収益性の高いもの、コストのかからな

いものが中心となり、資格取得、ＯＡ、経理事務、教養関係の訓練をやっていただく。公

共ですと、そういう民間でできないもの、コストがかかるものに重点を置いて、機器・設

備を要するものづくり系統の訓練を実施する。大まかにいうとこのような分類になってお

りまして、これは参考１にお示ししているような全体の図となっております。 

 ここに書いてございますように、公共ですと、雇用・能力開発機構と都道府県の２つが

実施主体となっております。雇用・能力開発機構は、国に代わって行うことから、ものづ

くり分野の高度な訓練、金属加工、電気設備、電気技術等。また、都道府県の方は、地域

ニーズに応える観点から、ビルメンテナンス、造園、自動車整備といったものが多くなっ

ております。 

 他方、民間を見ますと、プロバイダーとして、公益法人、経営者団体、教育訓練企業、

専修学校、大学といったところがあるわけでございます。参考１を見ていただきますと、

公益法人は技術技能が25％ございますが、経営者団体はＯＡ、経理財務、あるいは教育訓
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練企業ですと資格取得、ＯＡ、専修学校はＯＡ、資格取得、教養、このような並びになっ

ておりまして、公共と民間で概ね役割分担や棲み分けをしているような状況でございます。 

 それから、公共の中でも、今申し上げましたように、国に代わって行う雇用・能力開発

機構と都道府県がございまして、これは概ね参考２でお示ししているような役割分担とな

っております。雇用・能力開発機構と都道府県ではそれぞれ、離職者訓練、在職者訓練、

学卒者訓練をやっておりますが、雇用・能力開発機構の方は、離職者訓練は雇用のセーフ

ティネットとしての役割、それから在職者訓練では高度なものづくり、それから学卒者訓

練についても同じく高度なものづくりとなっております。他方都道府県の方は、地域の実

情に応じた訓練ということで、例えば離職者訓練ですと陶磁器製造、造船溶接、ホテル・

レストランサービス、在職者訓練ですと観光ビジネス、時計修理といったものもございま

す。学卒者訓練も同様に、地域ニーズがございます。このように、国と都道府県がそれぞ

れの特色を生かしながらやっているという形になっております。 

 就職率については、次の４ページのような形になっておりまして、左側が雇用・能力開

発機構、右側が都道府県でございます。折れ線グラフは就職率でございますけれども、黄

色の部分が民間教育訓練機関への委託訓練でございます。それから、ブルーの部分が直接

公共職業訓練施設で行うものとなっておりまして、いずれの就職率も機構の方が高いとい

う結果になっております。 

 こういう役割分担を評価の際にも考えなければいけないと考えております。民間ですと

サービス系・資格系が多く、訓練自体の設備機器のコストはかなり軽減されている。一方、

ものづくり分野は、後で述べますように機器についてかなり高度化・高額化が進んでおり

ますので、なかなか民間ではできないという状況があることから、必要な訓練については

都道府県ないし国で行っているということもございます。このため、コストパフォーマン

スの評価に当たってはこういう点の配慮が必要となります。ここで、質の高い訓練とはど

ういうものかということを考えますと、産業・企業ニーズに即応した「訓練の鮮度」とい

うことが非常に重要になり、ある意味では生命線とも言えますが、鮮度を左右する要素と

して、指導員、カリキュラム・教材、施設・設備、この３つを挙げることができるだろう

と思います。 

 まず指導員につきましては、技術革新へのキャッチアップ、それから産業・企業とコミ

ュニケーションを図りながらニーズをくみ上げ、そしてコースへ落とし込むようなＰＤＣ

Ａサイクル、そのための絶えざる研修が不可欠だということでございまして、これは参考

３に掲げております。この点につきましては、公共訓練の中で、余り知られていないかも

しれませんが、かなりの研修をやっております。職業訓練指導員に対する研修は、年間で、

職業訓練指導員の総数の４分の１を対象としておりまして、これは職業能力開発総合大学

校という雇用・能力開発機構の施設で専門的に行っておりますが、都道府県の指導員が

41％、機構が40％、民間が19％になっております。 

 内容的には、カリキュラムの開発・充実に向けたスキルアップということで、新たな技
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術革新対応の訓練、「専門技術等研修」と言っております。それから、ニーズのなくなっ

た訓練科の統廃合を行いますので、そのときに指導員の職種転換を行うという訓練がござ

います。それから、右側は訓練指導員の能力向上のための訓練ということで、訓練技法、

ポイントを押さえた訓練の指導ができるようにするとか、ニーズをくみ上げてコースを開

発して、カリキュラムにニーズを落とし込む、必要な教材を選定したり、作っていくとい

う面での研修です。このような３本柱で指導員への研修を行っているところでございます。

質の高い訓練を行うには、この指導員の研修・キャッチアップが非常に重要であります。 

 それから、第２の要素として、参考４に掲げてございますようなカリキュラムの見直し

ということで、ＰＤＣＡサイクルで見直しを行っているということでございます。これは、

各訓練施設の地域におきまして協議会を設けておりまして、中小企業団体や民間教育訓練

機関、県と機構が入っております。そういうところでお互いに情報交換をしながらニーズ

に応じた訓練を模索しているわけでございまして、ニーズ把握に基づいてモデルカリキュ

ラムやコースを設定して、訓練実施の中でそのポイントを押さえた指導、効果的な訓練に

努め、訓練効果の評価と問題点、それをまた踏まえてコースの修正をすることにより、全

体として毎年３割程度の訓練科の改廃を実施しているところでございます。 

 こういうことをやるために、雇用・能力開発機構では、生涯職業能力開発体系図という

職務分析ツールを使っておりまして、これはかなりの職種にわたって、４段階で、職務を

構成する作業ごとに職務分析をしてニーズを把握するものでございます。それに基づいた

データベースも構築しておりまして、そのデータベースの中から必要な訓練要素を引き出

してカリキュラムを作り、新しい訓練コースについてはまたデータベースに追加する。そ

ういうことをやりながら訓練の改廃をやっております。これは20年ぐらいの蓄積で作って

きたもので、それが訓練の改廃にかなり役立っていると思いますし、後で述べますように、

民間教育訓練分野におけるＩＳＯ規格策定という話が出ておりますが、現状では、このＰ

ＤＣＡサイクルを回して訓練をつくるという方式が民間でも必ずしもできていないことか

ら、とりあえずは雇用・能力開発機構の今申し上げたようなデータベースとかＰＤＣＡで

我が国のＩＳＯのシステムを議論しているという状況がございます。 

 それから、施設・設備でございます。これは、先ほど申し上げたように、民間では採算

ベースに乗るものをやるわけですが、他方、ものづくり分野については民間の教育訓練機

関はほとんどないというのが実態でございまして、東京で数校、全国レベルでも本格的な

ものづくりは10校程度という状況でございます。例えば、ものづくりですと、資料５に書

いてございますように、ターニングセンタ2,000万円とか、マシニングセンタ、これは２

次元や３次元の平面削りとか穴あけの技術には不可欠でございますが、これも2,500万円

とか、ＮＣワイヤカット放電加工機2,300万円と、現実にはものづくりの最先端ではこう

いったかなり高額の機器を使って高度化しているというのが実態でございます。ですから、

先端的な訓練を行うとなると、こういうものを導入して訓練生に技能を授ける。そうでな

いと現場に入ってからなかなかすぐ通用しないというのが実態でございまして、かなりコ
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ストがかかるようになっているという面もございます。 

 それから、資料１ページに戻っていただきまして、今申し上げましたのがインプットと

いうことで、良い職業訓練をするにはどうするかということについては、今申し上げた３

要素をどう高めていくかということが不可欠になります。 

 他方、アウトプットの方を見ますと、積極的効果ということで、当然ながら意欲・能力

の向上が評価の対象になってくるわけでございますが、最近は、意欲・能力というだけで

はなく、コンピテンシーの改善、即ち、考え方、提案能力の改善とか、そういう要素も出

ております。それから、アウトプット評価として非常に難しい点は、訓練効果が短期的に

出るとは限らない。後になって出てくるという面もございますし、先ほど申し上げた黒澤

先生の公共訓練の評価で難しい点として、年次効果と訓練効果をどう区別するかという点

もございましたが、こういう難しい点もございます。 

 それから、その他の効果として、訓練によって意欲・能力の減退を防ぐとか、目標を持

った規則的な生活を送ったり、失業者の方ですと、居場所づくりといった副次的な効果も

あろうかと思います。この辺は経済的に算定するというのは非常に難しい要素ですので、

直接的には評価の対象外になりますけれども、こういう要素も実態的には公共訓練をやる

上で考えていかなければならない要素だと考えております。 

 長々と申し上げましたが、以上のような前提を置いて、粗々の公共職業訓練の評価とい

うことで、全く私どもは素人で、お見せして批判に耐えるようなものではないかもしれま

せんが、とりあえず作ってみたのが９ページからの図でございます。この考え方としまし

て、職業訓練実施後の就職率が高いということに着目しまして、職業訓練の実施により、

実施しない場合に比べて失業期間が短縮することによる社会的効果を試算したというもの

でございます。 

 この計算式としましては、受講者数に掛けまして、（Ｂ）にございますように、訓練実

施による失業期間の短縮ということで、「β－α」と書いてございます。これは、下の図

にあるようなものでございまして、青の破線は失業継続確率でございますが、これは労働

力調査によります失業者の失業期間の分布をもとに、雇用・失業情勢が変化しないとの仮

定の下で、ある期における失業者の将来失業期間を推計したというものでございまして、

期間が経つにつれて就職していくので、失業継続確率が低くなっているというカーブでご

ざいます。その中で、訓練を受けた場合が赤の線でございますけれども、平均しますと、

失業してから３～４カ月で訓練を受けます。そして、大体６カ月訓練が施設内訓練の訓練

期間でございますので、この間は、失業継続確率は一定のままとなります。訓練終了後に

は、、実態的には３カ月以内ですが、調査によりますと約８割が就職しているということ

になりますので、失業継続確率を８割分下に押し下げてございます。そして、そこからま

た実態的にはその後調査して、いつ就職したかというデータをとらなければいけませんが、

その数字がございませんので、とりあえず失業継続確率と同じカーブで算定したものでご

ざいます。したがって、そのβの分が訓練を受けたことによって失業期間の短縮ができた

－－ 17



面積でございまして、αが逆に訓練を受けている間就職しませんのでそのマイナス分。そ

れで、β－αの式によって訓練による失業期間の短縮を算定いたしまして、それに１人当

たり生産価値、即ち賃金／労働分配率を掛けます。そして、職業訓練経費ということで、

要したコストを引く。こういう計算方式で粗々の計算をしてみたのが次のページでござい

ます。 

 推計は、国、即ち雇用・能力開発機構実施分と、都道府県実施分の２つに分けてござい

ます。施設内訓練、これは直接公共職業能力開発施設でやっております。委託訓練という

のは、民間に委託している訓練でございます。これは国、都道府県それぞれございますの

で、それぞれについて算定したものでございます。 

 計算式を申し上げますと、国の施設内訓練について、受講者数は約２万8,000人となっ

ています。次に失業期間の短縮が3.8756月、これはβ－αに相当する分を計算したもので

ございます。36.4万円は生産価値ということで、次のページにございますように、賃金を

労働分配率で割り戻したものです。これは一律36.4万円になっております。それから訓練

に要した経費につきましては、これも次のページの表の右から２番目の枠にございますよ

うに、国については施設内が223.7億円、委託訓練が211.8億円。都道府県も同様に、施設

内が111.3億円、委託訓練が40.7億円。10ページにお戻りいただきまして、この訓練経費

をそれぞれ訓練のタイプに応じてマイナスとして計上して導き出したという単純なもので

ございます。それぞれの訓練ごとの社会的効果の合計、即ち右側の欄の合計ですが、

1,670億円という数字になりまして、我が国全体としてこれだけの社会的効果を生み出し

ているのではないかというのが、非常に粗っぽい私どもの試算でございます。 

 ただ、冒頭に申し上げましたように、訓練の効果については、いろいろな角度から評価

し算定していくことが必要でございますので、これは一例ということでお示ししているわ

けでございまして、それ以外に訓練を受けた人と受けていない人、あるいは同一人でどう

違ってくるかとか、いろいろな角度から今後分析し、深めていくことが必要だと思ってお

りまして、その点については、先生方のご指導を仰ぎながら私どもも追求していきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○吉川座長 どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、藤本研究員、プレゼンテーションをお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

○藤本労働政策研究・研修機構研究員 労働政策研究・研修機構の藤本と申します。今回

ご報告させていただく経緯はといいますと、私、機構の方で中小企業の人材育成・能力開

発に関するプロジェクトというものを職業能力開発局のご支援、ご指導のもとで進めてい

るのですけれども、その中で地域の職業訓練機会とか能力開発機会などを調べる調査をや

っているのですが、それをやっている中で、こちらの社会保障国民会議で前に取りまとめ

られたご提言で、都道府県・地域が主体になった能力開発・職業訓練機会の整備というこ
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とがご提言されています。そういうことを進めていく上で地域の現状がどうなのかといっ

たことを調べてみたいということで、川本参事官と清水補佐と一緒に幾つか都道府県を回

りまして、職業訓練・教育訓練を提供する主に公共の機関を調査してまいりました。それ

を整理してご報告するというのが、本日ご報告する内容であります。 

 まず、都道府県の観点からの職業訓練・能力開発機会の整理として、どういう必要性が

あるのかということです。一つには、職業訓練・能力開発の機会というのは、先ほど草野

局長のほうからご説明がありましたとおり、機能別の、例えば養成をしていくとか、離転

職者向け訓練とか在職者訓練というものが体系として展開されていくわけですけれども、

その機能別の体系として展開されていく場合に、国全体でナショナル・ミニマムのような

形で一定の水準を達成する上では、このように機能別に展開していって、こうなっている、

ああなっている、最低水準はこのように整えなくてはいけないといったことを把握したり

整備したりする上では有効だと思われるんですけれども、一つそれでやっていって抜けが

ちなのは、実際に職業訓練・能力開発が実施される場所の現状とかニーズというのが見落

としていかれる可能性があるかもしれない。それが、今回の場合は場所を都道府県に設定

したんですが、その都道府県を場所という観点から職業訓練・能力開発の機会を棚卸して

いくということが、先ほど申し上げましたご提言の中にある地域主導の能力開発・教育訓

練というのをより地域主導に持っていくためには必要ではないかと。言いかえますと、教

育訓練資源の都道府県内における状況がどのようなものであるかを把握する必要があると

いうことだろうと思います。今回ご報告申し上げるのは、その教育訓練資源の状況を整理

し把握する一つのイメージというか、方法をご提示するといった形になろうかと思います。 

 それで、具体的には３つの県、２つの県は直接県に赴いて、商工労働部の方とか、雇

用・能力開発機構のポリテクセンターとか、県の職業能力開発校とか、高専とか、そうい

うところに行ってきて、１つにつきましてはそのご担当者からお話を聞くといった形で情

報を収集したんですけれども、その３つの県につきまして整理をしたいと思います。 

 その整理の枠組みなんですけれども、先ほど草野局長がお話しされたことと重なる部分

がかなりあるわけですけれども、一つは目的と対象者による整理ということで、資料４の

５ページの表１をごらんいただきたいんですけれども、目的、ここでは３つに分けてござ

います。①は、学卒者訓練というところにある程度対応してくるところかなと思うんです

けれども、移行、学校から職業生活への移行に必要な知識の習得とかメンタリティーの養

成ということを目的とした職業訓練・能力開発。それから②は導入でして、これは具体的

な業種や職種というのも想定した上で、一通り仕事ができるに至るまでに必要な知識やス

キルを習得するための職業訓練・能力開発がある。③は向上ということで、これは主に在

職者訓練に該当するかと思いますけれども、一通り仕事ができるようになった後にさらな

るステップアップ、例えば技能者が技術的な知識を身につける、あるいは管理的な業務に

必要な知識・スキルを身につける、あるいはより高度な技能スキルを身につける、そうい

うことをするための訓練というのがあるだろうと。 
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 こういう目的があった上で、その対象者を考えていきますと、一つは在学者とか学卒無

業者、要はまだ社会に入職していないといった人々がまずいるでしょう。それから、もう

一つは離・転職者、一度職にはついたのだけれども、離れた人。それから、３番目は、現

に今仕事についていらっしゃる在職者というのが、そういう対象者として考えられる。 

 表１に書きましたのは、それぞれ移行訓練、導入訓練、向上訓練と、そのカテゴリーの

中で対象になり得る人はどういう人かということで、○が対象になり得るということです。

線を引いているのは、余り論理上その対象になり得ないというところです。このような目

的と対象の整理ができるかと思います。 

 もう一つは、特に入職した後、具体的に職種や業種を想定した上で受ける能力開発・職

業訓練の機会ということで、導入と向上という部分がそこに当たるわけですけれども、そ

れを整理する枠組みが必要だろうと。これは２つありまして、非常に月並みな整理の方法

ですけれども、一つは人的な資源が必要とされる場、その業種といったところに着目した

ような整理で、これを産業と職業訓練の目的とするレベルによって整理をしていく。もう

一つは、仕事や人に着目した、職種とレベルのマトリックスによる整理の仕方があるので

はないかと思われます。表２－１、表２－２というところにイメージを示しております。 

 このような枠組みを置いた上で、先ほど申し上げました３県の状況を整理していきたい

と思います。ここでは、もちろん導入の部分というのもショブカフェ等々でお話を伺った

りもしたんですけれども、ここでは主に各県の条件の違いがある程度浮かび上がってくる

かなということで、表２－１の入職後の訓練の業種×レベルマトリックスによる整理とい

う枠組みを用いて３県の状況を整理していきたいと思います。 

 １つ目が大分県です。大分県と岐阜県と宮城県の３県に伺ったんですけれども、大分県

は、導入、つまり一通り仕事ができるようになるために必要な訓練の部分というのが、ポ

リテクセンターは雇用・能力開発機構の施設です。それから、大分高等技術専門学校とい

うのはいわゆる高専です。あと工科短期大学校は県の職業能力開発校です。公共訓練機関

で主に導入を担当しているのはその３つで、産業でいうと、機械・金属と、それから建設。

これは、ポリテクセンターあるいは工科短期大学校などにそのような学科がある。それか

ら、情報・通信は、工科短期大学校にそういう科がある。あと自動車整備は、ポリテクセ

ンターに離職者訓練の一つのコースとしてそれがあるという形で導入部分が行われている。

その他の産業、これはポリテクセンターや県の委託訓練、先ほどお話があった介護とか、

あるいはそのほかの造園とか、そういったところの、直接やるのではなくて民間を活用す

るような形でやる訓練。あとは、大分県の場合は竹工芸あるいは介護サービスなどの県の

訓練支援センターがあるといった状況になっております。その上に乗ってくる在職者向け

の訓練となりますと、大分県の場合ですと、目立ったものというか、公共訓練の中でいう

と、ポリテクセンターの在職者訓練しかないかなと思われます。これが機械・金属と自動

車整備のところにあるという状況です。この大分県のケースというのは、恐らく日本のい

ろいろな都道府県も多分このような状況なのではないかなという意味で、基本形みたいな
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ところがあるのではないかなと思っております。 

 その基本形にややつけ加えがあるというか、付加部分があるのが岐阜県のケースだろう

と思います。岐阜県も、公共訓練がカバーしている領域というのは、機械・金属であった

り、情報・通信、建設、自動車整備というところですが、導入部分につきましては、岐阜

高専とポリテクセンター、それから県の能力開発大学校が中心になって進められている。

情報・通信産業につきましては、ソフトピアジャパンという財団法人があって、そこがや

っている部分もあるのですけれども、基本は導入部分については大分県と同様の枠組みに

なっているかと思います。 

 岐阜県の場合、やや特徴的なのは、これは一部の産業に限定した形ではあるのですけれ

ども、中級、つまり在職者のさらなるレベルアップをやっていくための訓練というのをポ

リテクセンター以外の公共訓練機関がやっているというところでして、これは岐阜高専が

経済産業省の高専活用人材育成事業というのを使ってやっているカリキュラムがございま

す。それよりもさらに上のレベルの人材を育てるための試みということで、岐阜大学の中

に、岐阜大学が産業界と連携するような形で金型創成技術研究センターというものが設け

られていまして、ここでさらに高度なスキルあるいは技術について訓練・能力開発ができ

るという状態になっております。 

 今も少し申し上げましたけれども、岐阜県は、実は金型産業はもともと金型の会社が多

いのと、金型工業会の会長さんが岐阜の会社の社長さんだったということもありまして、

金型産業の人材育成を一つ能力開発事業の目標として掲げています。それで今、先ほど申

し上げたような教育機関や公共職業訓練機関と連携して、より高度なレベルの人材の育成

を試みるということをやっています。先ほどの高専活用人材育成事業というのは、若手の

技術者とか、大体入ってから３～５年ぐらいの人たちを想定しているとか、あるいは実際

に来るのもそういう人たちが多いというお話でしたけれども、そういう技術者・技能者を

対象として、加工や設計に関する理論的な知識などの講習を実施されている。昨年度で11

コースあるとおっしゃっていましたが、そのような講習を高専のスタッフを使ってやって

いる。それから、岐阜大学の金型創成技術センターというのは、３年～５年よりももうち

ょっと上のレベルの、もう少し勤続年数の長い人で、現場のマネジャーになる一歩手前ぐ

らいの人を対象にして、その技術の高度化を目的とした講習を実施しているという取り組

みがございます。 

 もう一つ、宮城県は実は直接行っていませんので、全体像がよくわからなくて、特徴的

なある一部の取り組みについてだけお話を伺っているのですけれども、宮城県では、岐阜

県と同じようなことを自動車産業と高度の電子機械産業を対象にしてやっている。自動車

産業の場合は、宮城県のカーインテリジェント人材育成センターというところで基本的な

技術についての講習をやって、その後、さらに産業技術センターというところで、その関

連技術に関する講習や現場での改善指導などについての改善を進めていくための研修など

を実施している。それから、高度電子機械産業については、在職者を対象として、その産

－－ 21



業技術センターでＣＡＤあるいは高度開発機器とか、ＮＰＯを活用して品質工学の研修な

どを実施しているといった状況になっております。 

 以上が３県の人材育成の取り組みで、大分県が多分先ほど申し上げました基本形みたい

な形で、それに岐阜とか宮城というのはやや県独自の新しい取り組みをやっているといっ

たことなんだろうと思いますが、最後に、都道府県の関与ということで、２つの観点から

３つの県の状況を整理してみたいと思います。 

 一つは、ターゲットとなる産業や職種といったものをある程度戦略的に、こういうとこ

ろを伸ばしていきたいのだといったことを想定して選定しているということと、もう一つ

は、さまざまな公共職業訓練機関、あるいは民間も含めるとさまざまな教育訓練の提供元

があるわけですけれども、そういったさまざまな提供者の提供する訓練の内容などを、職

種や産業を選定した上で計画したり、あるいは調整したりとかということをやっているか

どうかということです。 

 その次の図表は、私が聞いた上での主観的な判断で○×をつけているのですが、まず大

分県でいいますと、大分県は、ご承知のとおり、キヤノンとか、あるいは自動車関係の会

社がかなり進出しているわけで、そこの電気あるいは自動車の人材を育てるという形で、

産業や職種の選定というのはある程度やや広目にそのように設定してあるわけですけれど

も、今のところはその計画や各さまざまな職業訓練・能力開発機関が提供するものを計画

調整するといった体制はでき上がっていない。 

 宮城県については、先ほどもお話申し上げましたとおり、自動車と電子産業という、か

なり明確にターゲットになる産業・職種の選定はしていて、そのための財界、県、それか

ら教育機関の責任者なり担当者なりを集めた会議というのを設定はしているのですけども、

それが今のところは余り機能していないということで、体制はでき上がっているのですけ

れども、まだそれが順調にといった形では機能していないというところで△。 

 岐阜県は、先ほど申しましたように、金型というターゲットとなる産業を選定した上で、

これもつい最近売り出したばかりですけれども、岐阜県で産業人材育成戦略というものを

策定して、岐阜県の人材チャレンジセンター、これは産業経済振興センターというところ

の中にある一つの組織なんですけれども、そこが中心になって調整していくという体制は

つくり上げて整備をしたというところで、○と言えるかなと思います。ただ、今も申し上

げましたとおり、この調整の動きというのは始まったばかりなので、これは有効な調整計

画が都道府県レベルでできるのかどうか、あるいは有効な調整計画を進めるための体制づ

くりとはどういうものなのかといったことを観察し、検討していく必要がこれからもある

だろう。それから、私が今回の報告でお示ししました見取り図というのはあくまで公共訓

練の部分ですので、今回は時間の制約もありましたけれども、民間の教育訓練資源という

ものの状況までを含んだ見取り図というのを、県の中でそういう人材育成戦略を考えた上

で、もちろんそのような民間の教育訓練資源の状況まで含み込んで考えていく必要がある

だろうなと思っております。 
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 ご報告は以上です。 

○吉川座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、残された時間で意見交換をしたいと思います。よろしくお願いいたします。

どうぞ、清家先生。 

○清家委員 草野局長、藤本さん、どうもありがとうございました。 

 実はこのきょうの分析については、私のほうからも川本参事官を通じてお願いさせてい

ただいたところでして、少しその意図を申し上げたいと思います。この能力開発、特に若

い人たちに対する能力開発が非常に重要だということについては、実は社会保障国民会議

の中間報告の段階で、つまり今回の経済危機等が発生する以前の段階で、特に社会保障制

度の持続可能性を高めるといった意味から、あるいは日本の経済全体の持続可能性を高め

るという意味からも重要だという指摘をしてございました。特にそれが昨年の秋以降の経

済状況の中で、さらに政策的にも注目されるようになってきたということです。その際に、

私どもとして報告書の中でも述べましたし、今回も強調したいなと考えておりますのは、

そういう若者たちを、例えば短期的に職にあぶれた若者たちを救済するとか、あるいは非

正規であるためあまり能力の向上が望めないような職場で働いている人たちを助けるとい

うのは、コストがかかることなのですが、それは社会全体にとっても長期的には収益をも

たらす投資なのだということです。つまり、個人にとっては教育訓練というのはもちろん

投資ですけれども、しかしそれは、そのコストを社会全体が負担した場合であっても、社

会全体にとっても投資なのだと積極的にとらえてその政策を強力に進めるべきだという問

題意識です。その際に、それは理屈として理解されるとして、では一体どれほどの収益な

り効果があるのかということをエビデンスとして示す必要があるのではないか。これは、

実は吉川座長の強いイニシアチブもあって、社会保障国民会議では、例えば年金あるいは

医療の分野においても、一定の前提を置いたシミュレーションをやって、それを世に問う

といいますか、それによって政策を議論する。一定の前提を置いたシミュレーションです

から、もちろんいろいろな議論はあり得ますし、また別のシミュレーション結果も出てく

ることはあり得るのですけれども、やはりそういうエビデンスを置いて議論しようと。そ

れが、これはちょっと私どもの手前味噌かもしれませんけれども、社会保障国民会議にお

いてはかなり有効だったのではないかなという小さな成功体験みたいなものがありました

ので、それをまたこの能力開発のところでもぜひやりたいということで、川本参事官を通

じて厚生労働省、それから藤本さんには大変ご苦労をおかけしたかと思いますけれども、

仕事をしていただいたということで、どうもありがとうございました。 

 それで、まず草野局長からご説明いただいたシミュレーションについては、結果を拝見

しますと、前提の置き方によって結果は違ってくるかもしれませんけれども、社会全体と

しても、若者の教育訓練は一定のコストを払う価値があるものだということがはっきりわ

かったということは、まず高く評価できるのではないかと思います。 

 その上で一つ、10ページの一覧表で、これは質問でもありまたコメントと言ってもいい
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かもしれませんが、これはもう草野局長も言われたように、一定の前提を置いた計算です

ので、前提の置き方を変えれば、また違う結果も出てくると思うのですが、ちょっと読み

方を注意しなくてはいけないかなと思うのは、施設内訓練と委託訓練で、もちろん両方と

もプラスの収益が出ているのですけれども、施設内訓練は175億円、それから委託訓練は

1,254億円という形で、委託訓練のほうが相当大きく出ています。しかしこれは恐らく前

提の置き方として、施設内訓練であっても、委託訓練であっても、例えばこの36.4万円と

いう就職後の平均的な労働賃金というか収益は同じと置いておられると思います。恐らく

施設内訓練と委託訓練では、実際には再就職後の労働条件といいますか、賃金等は、多分

施設内訓練のほうが相対的に言えば少し高目に出てくるんじゃないのかなと思います。で

すから、その意味で若干これは施設内訓練のほうが過小評価されていて、あるいは逆に委

託訓練のほうがちょっと過大評価されているような部分があるのかなと思います。それか

ら、特にコストについては、先ほどこれも草野局長がお話しになったように、施設内訓練

においては相当高い機械設備等を使っておられますので、コスト自体も高くなっているの

で、その辺をちょっと考慮して結果を解釈するといったふうに、若干注意して読んだほう

がいい数字かなと思います。 

 それからもう一つは、今回試算していただいたのは、もちろん職業能力開発局でお持ち

のデータを使っていただくということが前提だったので、前提も離職者訓練に置いておら

れると思います。これはこれで非常に重要なインフォメーションだと思うのですが、恐ら

く離職者訓練に加えて在職者訓練とか、それから今特に問題になっているような新卒者の

訓練についてのニーズも相当あるわけでございまして、これについてもできれば何らかの

前提を置いて同じような試算を行っていただけるといいなと思います。 

 いずれにしても、今回の分析はそういう面では一定の情報を与えてくださいますので、

こういう成果を踏まえて、さまざまな他の面での政策にも、この人的資本投資という視点

からの費用対効果分析といいますか、コスト・ベネフィット・アナリシスを広げて、少し

戦略的にこの能力開発というものを考えていっていただく、あるいは先ほどのＰＤＣＡサ

イクルの中にでもこのようなものをもっと使っていっていただけるとありがたいなと思っ

ております。 

 それから、同じ関連で藤本研究員のご報告も非常に勉強になりました。ありがとうござ

います。特に、ポイントは、それぞれの地域、地域で非常に多様なニーズがあり、しかも

それぞれの地域にいろいろ活用できる能力開発資源といいますか、プログラムもあって、

そのニーズとプログラムないしは資源をどのようにうまくコーディネートするかというの

がポイントで、それが先ほど最後に藤本研究員がお示しになったマトリックスなどにもあ

らわれていると思うのです。その際に行政あるいは国の役割として、例えば国などもポリ

テク等も含めて、ここまでが国とか、ここまでが県とか、必ずしもそうした役割分担の話

だけではなくて、国なども積極的に、例えば県がやろうとしている独自の能力開発プログ

ラムに協力していく、関与していくといった視点も必要かなと思いました。 
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 それからもう一つは、国の機関であることの一つのメリットでもあるかなと思うのです

けれども、これもきょうの資料を伺って認識を改めたのですけれども、プログラムの３分

の１近く、いい意味でのリストラクチャリングというか、古くなったプログラムを廃止し

て、新しくなったプログラムをつくっておられる。恐らくこのようなものは、広域の配置

転換とか、そういうことを行ったりすることのできる国の機関ですと、それぞれの地域の

ニーズとも調整して訓練資源の再配置を行うというようなこともできると思います。例え

ば、自動車産業に特化したプログラムをやっているような地域があったとしても、自動車

産業自体がまた別のところに行ってしまうといったこともあるわけで、そのような場合に

は国の弾力的に対応できる部分とそれぞれの地域のニーズをまたもう一回セットし直すと

いったこともできのではないでしょうか。きょうのお話を伺っていると、都道府県が独自

にいろいろニーズに合ったプログラムを作っておられて、これはぜひ我々としてもサポー

トしていかなければいけないと思うんですが、それに一方で国の能力開発の施策といいま

すか、あるいは機関等がうまく絡んでいくと、両者がすみ分けるというよりは、もちろん

すみ分けの部分もあるのでしょうけれども、うまく連携していくと良いのではないかなと

いう感想をちょっと持ちました。 

 すみません、ちょっと長くなりました。 

○吉川座長 いえいえ。どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

○大森委員 私は知らないことなんですけれども、雇用・能力開発機構は独法でしたか。 

○草野職業能力開発局長 そうです。 

○大森委員 独法ですから、ほかの独法と同じように、そこも事業評価をやらなければい

けなくて、この種のコストパフォーマンスの作業をおやりになっていないんですか。今日

初めてですか、これは、コストパフォーマンスをおやりになるのは。 

○草野職業能力開発局長 実は雇用・能力開発機構については、行政改革事務局に設置さ

れている行政減量・効率化有識者会議におきまして去年さんざん議論しまして、これは昨

年末に廃止ということが決まりました。そして、その業務は独立行政法人高齢・障害者雇

用支援機構に移管するということになっております。その中でいろいろコストパフォーマ

ンスのような議論もいただきまして、そのとき出した資料なども今日お出ししているとこ

ろでございます。 

○大森委員 あと、ちょっと細かいことが２つあるんですが、どういう形で移管しようが、

在職者をどうしてやるんですか。在職者は在職している企業等でやるべき話で、どうして

その訓練をやらなければいけないんですか。 

○草野職業能力開発局長 おっしゃるとおりでございますが、結局、在職者訓練の対象者

というのは、中小・零細企業が非常に多うございます。とりわけ、ものづくり系統と言わ

れるところでございまして、ものづくり系の中小企業におきましては、いわゆるＯＪＴと

いいますか、中小企業の中で事業主に従って徒弟的に訓練していってやるというシステム
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で来たわけですが、最近はそれだけではなくて、品質管理とか、合理化投資とか、そうい

うニーズが非常に高まっていまして、実はこういったものはなかなか企業内でできないわ

けでございます。中小企業からのこういうニーズが非常に高くて、現実に在職者訓練をや

りますときに、満足度も非常に高いという実態がございます。ですから、そこが現場にお

ける実習、ＯＪＴというものと、技術革新でいろいろ新しい機器が入ってくる、あるいは

合理化投資とか、リードタイムの短縮とか、そういうことに関わる品質管理が非常に重要

となっていまして、そこについて企業の中でやるというわけになかなかいかない。ただ、

中小企業はそういうことについていかなければ取り残されてしまいます。そういう意味で

の底上げニーズというのは非常にありまして、これは実は民間ではものづくり訓練をほと

んどやっていませんので、満足度も非常に高いというのが実態でございます。 

○清家委員 少し念のために申しますと、ニーズが非常に高いだけではなくて、私どもも

中間報告の中でも問題意識を書いておりますように、特に中小企業、あるいは非正規の雇

用者等については、企業内訓練に対して積極的に国が関与して、プログラム等、あるいは

場合によると資金の援助等も行うべきだということでございます。 

○大森委員 都道府県でも大きな市でも結構そういうところを支援しているんですけれど

も、あれは余り効果は上がっていないんです、実際に、私の知っている限りでいうと。だ

から、本当に中小で生き延びていくところは、自分でやり抜かなければできないんじゃな

いかと思うんです。 

○清家委員 先ほどちょっと説明がありましたけれども、これは草野局長に答えていただ

いてもいいと思うんですけれども、要するに都道府県でやっている訓練というのは、私の

理解ですと、特に中小企業の製造業が必要としているような、先ほど少し説明にあったよ

うな本格的な機械を使った、あるいは特に中小企業の場合には、最新の機械を使った職業

訓練をやってもらいたいというニーズが強い。それは個々の中小企業ではなかなかできな

いわけです。あるいは、中小企業がそういった機械を導入する以前にポリテクセンター等

でそういう機械を導入してあらかじめ訓練をするということの効果は非常に大きいと私ど

もはちょっと考えているところです。 

○大森委員 では、小さいことですが、９ページの職業訓練経費のＤの中には、先ほど挙

げられていた指導者をトレーニングする経費とか、実際にトレーニングするためにいろい

ろ工学の機械を買っていますが、それは入っているんでしょうか。 

○草野職業能力開発局長 離職者訓練に係る人件費や機械等の設備に関する費用は入って

いますが、指導員の研修費は入っていません。 

○大森委員 わかりました。私は以上です。 

○吉川座長 職業訓練・能力開発というのが重要だということは、これはもう間違いない

と思います。問題は、先ほど大森先生が指摘されたように、企業内でそれがどこまででき

るのか。それが完全にはできないというお話だったのですが、そこにパブリックセクター

の役割があるというのが局長のご指摘だったと思いますし、清家先生もそのようなお話で
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あったかなと思いますが、問題は、それがどれくらい本当にできるのか、パブリックセク

ターの役割があるのかというところだろうと思います。 

 あともう一つ、お話を伺っていて、きょうご説明いただいたのは大変貴重なお話を伺え

たと思っているのですが、ただ、この機構との関係で先ほど局長からご説明があったので

一つ気になったのは、基本的に製造業にかかわるところでの職業訓練なのでしょうか。も

ちろん誤解があるといけないので、明確に言いたいと思いますが、私もものづくり・製造

業における職業訓練・能力開発というのも大変重要だと思います。それはそのとおりです

が、その上で、たった今日本経済を取り巻く状況の中で議論されているのは、何といって

も、製造業は大切ですが、付加価値以上に雇用はどっちかというと減っていっているわけ

です。いわゆる三次産業、広い意味でのサービス産業のほうに雇用がシフトしていって、

今後もシフトしていくだろうというのが多くの識者の見方で、もうおわかりだろうと思い

ますが、今よく議論されるのは、たった今も雇用が失われているのが製造業の現場なんで

すが、例えば介護とか、福祉とか、そういう分野に人が流れていく必要があるだろうと。

ただし、それは一言でいってもそう簡単には実現しないので、介護・福祉の分野というの

は、それはそれでもちろん技能・能力というのが必要になるので、そこでの能力開発とい

うものが必要だと議論しているわけです。あるいは、もうちょっと日本経済のコンテクス

トでいえば、農業における職業訓練ということも言われている。これは日本のお役所でい

えば農水省などがそんなことをやっているのだろうと思いますけれども、少なくとも介

護・福祉とか、あるいは医療、医療といってももちろんお医者さんではなくてコメディカ

ルといった意味合いですが、その分野というのは厚生労働省で、一つの役所の中だと思い

ます。そのセンター間でのシフトをスムーズにするための能力開発というのが厚労省の中

でどのように考えられているのかというあたりをちょっと伺いたいと思います。 

○草野職業能力開発局長 おっしゃるように、製造業は今のような状況でだんだん縮小し

ていく。代わりにサービス関係が増えていく。介護などは典型でございますが。そういう

ことで、民間委託訓練を国としては大分推進していまして、公共訓練全体の７割が民間教

育訓練機関を活用して、そこに訓練費を流してやっていただくということでやってきてお

ります。ただ、これは今まである教育訓練機関を活用してやるということなんですが、こ

れからは、おっしゃるように、新しい分野で雇用をつくっていく、あるいはそれに向けて

訓練するということで、訓練のつくり出しのようなことも必要になってきますので、ここ

をどうするかというのが大きな課題になると思います。これは、産業界と民間教育訓練機

関、それから公共職業能力開発施設もノウハウを持っていますので、そこを供出してどの

ようにつくり上げるか。特に産業界が自分のところに雇用して来てもらって支え手になっ

てもらうわけですから、そこと民間教育訓練機関や公共職業能力開発施設のノウハウでど

ういう教育訓練をするか。それとセットでキャリア展望ですね。産業界での職種のキャリ

ア展望、キャリアマップのようなものを作っていただいて、訓練を受けて、そこに定着し

ていただく、あるいは呼び込むためのいろいろな職業体験をやってもらう。そういう活動
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をして、例えば製造業から来た方がすぐ介護の現場へ行けるかというとなかなか難しいで

すので、そういうキャリア情報を提供したり、体験したり、訓練したり、あるいは入職し

てからキャリアアップというのはどういう仕組みでやっていくか。この辺を雇用吸収分野

を中心に作っていくということが必要になりますので、我々はそれは今後の課題だと思い

ますが、こういう状況の中で、産業界と教育界とを含めて、どういう形でそういうものを

築き上げられるかです。雇用吸収産業を中心につくり上げていく。まずは同じ省内ですの

で、介護というところから始めたいと思っていまして、ご存じのような労働条件面とかい

ろいろな課題もあるわけですが、そういうことを省内で議論しながら進めているところで

す。 

○吉川座長 一つの考えは、例えば介護は、もちろん専門性もあるでしょうし、職業訓

練・能力開発は必要だというのは言うまでもないと思いますが、ただ、ＯＦＦ－ＪＴの能

力開発みたいなものはいわばミニマムにとどめて、もう一方で、介護の現場で人が足りな

いと言っているわけですから、ミニマムのＯＦＦ－ＪＴの能力開発をした上で地域の介護

の現場に行ってもらって、言ってみればトレーナーといった形で、ＯＪＴで能力開発をし

ながら、かつ介護の現場でも実際にある程度戦力になってもらうといった形でやっていく。

今ご存知のとおりで、地域でいろいろ介護・医療を立て直すということで、お金もつけよ

うということですから、そんな形で応援していくということもあり得るのではないですか。 

○草野職業能力開発局長 実は介護の訓練を含め、実習を組み込むという形で、日本版デ

ュアルシステムと言っていますが、こうした訓練を平成16年から始めているんです。かな

りの数に上っていまして、ジョブ・カード制度の中の訓練もすべてこの座学と実習を組み

込んだものになっています。ですから、実践力をつけるために、座学に実践を組み込んで

いく、それから実践訓練にも少し理論を組み込んでいくということで、相乗効果をねらっ

て、実践的な人材を養成するということで始めております。ただ、純然たるＯＪＴとなり

ますと、いろいろ手間もかかるし、専門家も必要だというところがございます。下手をす

ると、ご存じのように技能実習という制度がございますが、外国人についてはなかなか、

要するにただで働かせるのとどこに違いがあるのかということにもなりかねないので、そ

のＯＪＴの質をどう確保するかということが我々としては非常に重要だと思っております。 

○吉川座長 今局長が言われたのは、現在ある制度としての海外からの人のことでしょう。 

○草野職業能力開発局長 そういう例もあるということで、実習というのはとかくそうな

りがちなので、うまく座学と組み合わせて、それから専門家をつける計画を作るというこ

とをちゃんとやらないといけない。そうすると、企業にとってみると何か手間暇がかかる

ということなので、この辺はそういう習慣をつけていただく。中小企業などでも、忙しい

から働いてもらうというのではなくて、ＯＪＴ・実習をやるということが後々非常に中核

人材になって生きてくるんだということを知っていただくということが極めて重要で、

徐々にそういう成果は上がりつつあるかなとは思うんですが、ヨーロッパのように、ドイ

ツのデュアルシステムとか、中小企業が訓練場所を提供してしっかりやるというシステム
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があるので、そういうものをできるだけ目指して、中小企業でも人材育成、とにかく若い

人を養成して中核になってもらう、数が少ないわけですから、そういう習慣をいかにつけ

ていただくかということは極めて重要だと思っています。 

○吉川座長 どうぞ。 

○清家委員 吉川さんの言われたことに全く賛成です。つまり、もう少しスピードとビジ

ビリティーというか、これだけ雇用の問題とか訓練の問題が注目されていて、一方で介護

労働者の不足というのがあり、その両者がそのままですと、本当に国として何をやってい

るんだということになりますので、局長が言われたように、確かに今の外国人の訓練制度

のような問題が起きないように、まさにそこを政策的に、むしろこれは、そういうところ

でヘルパーを安く使うということではなくて、国が職場で訓練してもらうための施策なん

だということをきちんと担保した形でしっかりと制度をつくるなり、あるいはその労働条

件を担保するようなお金をつぎ込むなりしてやったほうが良いのではないかなという気が

します。それはもちろん、能開局だけでできる部分と、ほかの部局との連携でやっていか

なければいけない部分があると思うのですが、これはある面でいえば、能力開発とそうい

った介護労働不足のアンマッチを両方解決するという、きわめてシンボリックな政策にな

り得るので、そこは少し、こういう問題も起きそうだとか、あるいは製造業からはなかな

か難しいとかということはあってももっと積極的にお願いしたいと思います。 

○草野職業能力開発局長 克服しなければならない課題ということを申し上げているので、

ネガティブな意味で申し上げているのではございません。 

○清家委員 では、その克服しなければいけないというのは、走りながら克服していくと

いった部分もちょっとあって良いのではないかなという気もします。 

○草野職業能力開発局長 それはおっしゃるとおりであります。まさにそこのところを今

省内でも議論しているところでございますし、それから今の雇用情勢の中で、非正規労働

者を対象に大幅に訓練量も拡大しまして、あらゆる訓練資源を活用してやるということで、

党からも提言をいただいていますし、恐らくこれまでにも増して数、それから実習の場も

確保しつつ実践的にやっていくということになろうと思います。両者ともどうやっていく

かという、まさに正念場に向かっておりますので、ご指導いただきながらやっていきたい

と思っております。 

○吉川座長 そもそもと言うとちょっとあれですが、介護の経営体というのは、現在がそ

うだというわけではないですが、単に安い賃金に依存しようということでは展望がないわ

けで、介護という分野が働く人にとって一つのキャリアパスになるためには、今よく指摘

されるように、所得水準も一定以上でなければならないと、そのとおりです。しかし、そ

のためには生産性が高くなければいけない、付加価値の意味で。それをつくり出すという

のは、経営体のあるいは経営者の責任だろうと思います。そうした経営者であれば、生産

性を上げるというときには、きょうのテーマであったヒューマン・キャピタルをしかるべ

く蓄積するという視点が欠かせないわけで、したがって自分が雇って働いてもらっている
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人たち、労働者の能力開発ということにも当然しかるべく意を払うべきだということにな

ってくるだろうと思います。ですから、厚労省としてもぜひそのような形で、もう一方で

は介護を担う経営体、経営者の人たちにも奮起してもらわなくてはいけないわけで、もう

一方で、先ほどから議論しているように、ＯＦＦ－ＪＴの能力開発ももちろん必要だと思

いますが、それを一定ミニマムにとどめて、とにかく現場でＯＪＴで能力開発をしてもら

うという感じで、清家さんも言われたように、２つの問題がある意味で一石二鳥で解決す

るような、ぜひともそういう仕組みを求めてもらいたいと思います。 

○清家委員 もともと歴史的経緯からいうと、能開機構の前身というのは、エネルギー革

命があって炭鉱労働者が大量に失業して、その人たちを別の産業にどう移すかという、つ

まりサプライサイドからの非常に強いニーズがあって、それを当時の労働省の大プロジェ

クトとしてやったわけですね。今回の場合には、むしろサプライサイドではなくて、ディ

マンドサイドですごく大きなニーズがあるわけでしょう、介護とか福祉関係で。だから、

そういう意味では、雇用促進事業団をつくったときと同じぐらいの意気込みで、能開局と

老健局とかが、もう少し厚生労働省の戦略事業としてその辺をやってやるぐらいのことで

良いのではないかなという気はしますけれども。 

○草野職業能力開発局長 おっしゃるとおりで、省内でもそういうことで次官を中心に会

議をやっていまして、訓練を相当量、今度は介護も増やしておりますし、まさに中身は実

践的なものですが、それと老健局なり社会・援護局の方で仕組みを、非常に難しい課題も

ございますが、キャリアアップできるような仕組みということを同時に考えていますので、

調整弁ということでなく、担い手としてどう育成するか、少し中長期的な展望も持ちつつ

訓練とキャリアアップを図っていくということを介護の業界の中に植えつけていくという

視点で取り組んでいこうと思っております。 

○吉川座長 問題の所在と変化の方向というのははっきりしているわけですから、たった

今の問題として発生しているのは、もうご承知のとおり、雇用状況が非常に悪い。失業率

もどんどん上がっている。これはもう、製造業から雇用が失われているということですね。

もちろん、先ほども言いましたけれども、製造業がなくなっていったわけではないですし、

なくなるわけもないと思いますし、製造業における能力開発というのはこれはこれで大切

だと思います。それはそれとして、しかし現在の問題は先ほど申し上げたとおりで、もう

一方で介護のほうで非常にニーズがあって、こちらでは人手が足りないということになっ

て、しかも中長期的にも、雇用でいえば、日本全体で製造業からサービス、とりわけ介

護・福祉という方向に流れていくだろうという変化の方向もはっきりしているわけですか

ら、これは一時的な変化ではなくてトレンドだと我々はとらえるべきです。そうなると、

こうした問題を全部あれすると、解決すべきことははっきりしているわけで、その場合に

必要なのはスピードです。日本中でみんな困っているわけですから、ぜひとも……。 

○大森委員 能開機構の廃止と転換は、むしろ逆に言うと、大チャンスがきていると思う

んです。だから、小さいところへ閉じこもっていく方向ではなくて、大チャンスと考えて、
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大きな枠組みをつくっていただいたほうがずっと展望が開かれるだろうと思うんです。 

○吉川座長 そうそう。みんな期待しているのですから。本当です。 

○大森委員 よろしくお願いしたいと思うんですけれども。 

○吉川座長 先ほどの官房副長官のお話はそういうことではないかなと思います。 

 いかがでしょうか。では、よろしいですか。 

 では、有意義な意見交換ができたと思います。どうぞ。 

○清家委員 一つだけ。今回のような分析は、例えば福祉などの分野も含めて、引き続き、

この能力開発についての定量的な分析、コスト・ベネフィット・アナリシスをやっていっ

ていただきたいなと思います。また我々もそれを勉強しながら少し議論していきたいなと

思っておりますので、どうぞその辺もよろしくお願いします。 

○吉川座長 それでは、時間がまいりましたので、きょうの会合はこれで閉会とさせてい

ただきます。 

 次回の日程につきましては、別途事務局からご連絡いたします。 

 また、本日の会議につきましては、会議終了後に向井参事官からプレスに対するブリー

フィングを行っていただくことになっております。 

 では、どうも長い時間ありがとうございました。 

 


